
稲美町 中学校タブレットPC利用のルール 

 

【各ご家庭へのお願い】 

学校から各個人に貸し出されているタブレット PCは、学習内容をより理解

したり、学びを深めたりする学習活動に役立てるための道具です。そのため、

使い方のルールをしっかりと守り、安全・安心・快適に活用し学習できるよう、

稲美町中学校「タブレット PC利用のルール」を定めました。 

使用する時間や場所などお子様を話し合い、下記に示しているルール以外にも、

ご家庭の実態に合わせてルールを追加して下さい。よろしくお願いいたします。 

 

１ タブレットＰＣを使う目的 

・ 学校から貸し出されている(3年間持ち上がり)タブレットPCは学習活動の

ために使うことが目的です。学習活動に関わることにのみ使用します。 

 

２ タブレットＰＣを使用する際、注意すること 

 ◎ 使用場所について 

  ・ 学校と自宅でのみ使用するようにしましょう。 

・ それ以外の場所で使用する必要がある際は、先生から許可を得てから使用し 

ましょう。 

 ◎ 使用方法について  

  ・ 画面にさわる操作をする際は、指で触れるようにし、丁寧に扱うようにしま 

しょう。 

・ 鉛筆やペンで触れたり落書きしたり、磁石をくっつけたりしてはいけません。 

・ 落としたり、水にぬらしたりしないように十分に気をつけましょう。 

・ 持ったまま走ったり、地面に置いたりしないようにしましょう。 

 ◎ 健康のために 

  ・ 画面に近づきすぎないように気をつけ、30分に 1度は遠くを見るなど、と

きどき目を休ませるようにしましょう。 

・ 自宅では長時間使用せず、計画的に活用しましょう。 

 



 

 ◎ 安全に使うために  

・ タブレット PCを他の人に貸したり、使わせたりしてはいけません。 

・ 自分のアカウントやパスワードは、絶対に他の人に教えてはいけません。 

・ 写真や動画に人が写るときは、必ず許可をもらいましょう。その時、周

りに写っているものにも注意しましょう。 

・ サイトの閲覧は記録されています。制限がかけられていますが、怪しい

サイトに入ってしまったときは、すぐに退出し、必ず先生に報告してくだ

さい。 

・ 勝手に設定を変えてはいけません。 

・ タブレットに入っているもの以外のアプリケーションを入れてはいけま

せん。また、すでに入っているアプリケーションを勝手に消してはいけませ

ん。 

   

3 その他 

  ・ 『稲美町 中学校タブレット PC 利用のルール』が守れない時はタブレ

ットPCの使用が出来なくなります。ルールを守り適切に活用しましょう。 

・ 学校から自宅へ持ち帰るときは、カバンの中に入れ取り出さないようにし、

破損等に注意しながら気をつけて持って帰りましょう。故意に破損した場合

は、弁償していただくことがあります。 

・ 「保護者向けのお知らせ」が届いた場合は、保護者の方に見てもらい

ましょう。 

・ タブレット PC 本体やネットワークに不具合が出た時は、先生に報告

するようにしましょう。 

・ タブレット PC は学年が上がる時には持ち上がります。卒業する時は

学校へ返却します。 


